
政
令
第

号

測
量
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の

一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
二
条
第
二

項
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

測
量
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
、
第
一
章
の
章
名
、
第
二
章
の
章
名
及
び
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
削
る
。

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
測
量
成
果
の
公
開
等
の
請
求
に
係
る
手
数
料
の
額
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
法
」
を
「
及

び
」
に
、
「
別
表
の
と
お
り
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
請
求
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
（
法
第
四
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
請
求
の
う
ち
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
係
る
も

の

別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
名
称
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る



金
額

二

法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
請
求
の
う
ち
同
号
ロ
に
係
る
も
の

書
面
へ
の
記
載
に
要
す
る
実
費
と
し

て
国
土
地
理
院
の
長
が
定
め
る
額

三

法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
（
法
第
四
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
請
求

電
磁
的
記
録
へ
の
記
録
に
要
す
る
実
費
と
し
て
国
土
地
理
院
の
長
が
定
め
る
額

第
九
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
三
章
、
第
四
章
の
章
名
及
び
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
と
お
り
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
試
験
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
項

第
一
号
中
「
測
量
士
」
を
「
測
量
士
試
験
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
測
量
士
補
」
を
「
測
量
士
補
試
験
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
各
試
験
」
を
「
同
項
各
号
に
掲
げ
る
試
験
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
五
章
の
章
名
を
削
り
、
第
二
十
六
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
測
量
業
者
の
登
録
に
係
る
手
数
料
の
額
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
同
条
同
項
各
号
」
を
「
同
項
各
号
」
に
改
め
、
「
以
下
」
を
削
り
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
二



十
八
条
の
二
を
第
十
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
同
項
た
だ
し
書
」
を
「
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
二

十
九
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
五
条
関
係
）

名

称

種

類

金

額

一
点
に
つ
き
二
百
十
円
（
電
子
請
求
（
情
報
通
信
技

術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

三
角
点
成
果
表
、
多
角
点
成
果
表
、
電
子
基
準
点

定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
請
求

成
果
表
又
は
水
準
点
成
果
表

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

測
量
成
果

、
百
八
十
円
）

一
枚
に
つ
き
四
百
二
十
円
（
電
子
請
求
に
よ
る
場
合

三
角
網
図
、
多
角
網
図
又
は
水
準
網
図

に
あ
つ
て
は
、
三
百
八
十
円
）



一
枚
に
つ
き
複
製
に
要
す
る
実
費
と
し
て
国
土
地
理

地
図
そ
の
他
の
図
表
又
は
写
真

院
の
長
が
定
め
る
額

一
点
に
つ
き
二
百
十
円
（
電
子
請
求
に
よ
る
場
合
に

点
の
記

あ
つ
て
は
、
百
八
十
円
）

測
量
記
録

一
枚
に
つ
き
複
製
に
要
す
る
実
費
と
し
て
国
土
地
理

地
図
そ
の
他
の
図
表
又
は
写
真

院
の
長
が
定
め
る
額

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
電
磁
的
記
録
を
も
っ

て
作
成
さ
れ
て
い
る
測
量
成
果
又
は
測
量
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求
等
を
す
る
者
が
納
付
す

べ
き
手
数
料
の
額
を
定
め
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


